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開始

標準化委員会で
廃棄候補を選定

廃棄確認書を
事務局が作成

廃棄確認書を指針
申請団体へ送付

指針申請団体から
回答を入手

廃棄に同意
NO

YES

必要に応じて
意見聴取

太枠：標準化委員会が実施

標準化委員会で
廃棄を審議

廃棄する
YES

NO

厚労省標準
規格か

YES

NO

理事会で審議

理事会承認
承認

否認

廃棄処理中止、
申請団体に連絡

廃棄を会員に通知し
HP上で公告

厚労省標準化会議
に上程を依頼する

終了

当該指針が厚労省標
準規格である場合は、
厚労省標準化会議の
廃棄決定後に行う
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